
地方組織の改革の具体的な在り方について   

全国均一の質の高いサービスを効率的に提供するため、①社会保険事務局のブロック単位化、②組織管理と業務管  

理の向上、③事務所の配置の見直し、④ブロック事務センターヘの集約化、⑤総合コールセンターの整備を図る。  

1．社会保険事務局のブロック化  （平成20年10月～  ：新組織移行時）  

（現状）  （平成20年10月～）  

地方年金局  
（ブロック単位）  

単位に集約  

ブロック   
※ブロックの数及び区域は、   

新組織発足までに正式決定  
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より要員を簡素化し、他の業  
指導監督を広域的に行うこと  
官制に由来する都道府県単位  

務
が
の
 
 

0 質化や、優れた取組みの普及を図ることができる。  
的な組織体質を改めることができる。  

＜ブロック局の役割＞   

（か本庁と一体となって、内部統制機能を分掌し、ガバナンスを強化   
②事務所の指導、進捗管理   
虐）裁定、届出審査、入力、通知発送等の広域的な集約事務処理  
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2．地方監査のブロック化の先行実施（平成18年10月～）  

平成18年10月から、社会保険事務局のブロック化の  
一部先行実施として、地方監査業務をブロック化。  

⑦ 各社会保険事務局ごとに置かれている地方社会保  

＜本庁＞  

特別監査官（民間人材）  

特別監査官補佐（民間人材）  
経理課監査指導室  

◎本庁の監査  

◎地方監察官の指導、支援  
◎ブロック担当局等の監査  

◎特別テーマの監査  

◎監査報告書の作成、公表  
5
統
 
 

1
 
計
の
 一

、
 
 

檜
相
川
 
 

名
ク
地
 
 

減
置
置
 
 

削
配
を
 
 

に
約
官
 
名
集
察
 
 

1
に
監
 
 

2
局
険
 
 

1
務
保
 
 

担
方
 
 

した  6  

サービス推進課社会保険指導  ッ
括
 
 

く
 
 

0   

虐）数名のチームで1事務所を数日程度かけて、監査   
を行う。（出身県の監査は担当しない）  

（矛 本庁の特別監査官、特別監査官補佐の先行実施と   
連動し、民間の感覚を取り入れた監査を地方へ浸透   

＜ブロック＞  

＜ブロック担当事務局＞  ◎監察官が配置されていな   

い事務局に対する監査  

◎社会保険事務所の監査  
統括地方社会保険監察  
地方社会保険監察官  

ブロつ〃名   
ブロックに属する社会保険事務局   社会保険  人口   厚生年金  厚生年金  国民年金  

（◎がブロック担当事務局）   事務所数  事業所数  被保険者数  被保険者数   

ロ  北海道   ◎北海道   16   563万人  7．5万  110万人  148万人   

2  東北   ◎宮城、青森、岩手、秋田、山形、福島   30   964万人  11．5万  190万人  230万人   

β  北関東信越  ◎埼玉、新潟、茨城、栃木、群馬、長野   38  1874万人  18．6万  321万人  492万人   

4  南関東   ◎東京、千葉、神奈川、山梨   51  2819万人  36．4万  1087万人  778万人   

5  中部   ◎愛知、富山、石川、福井、岐阜、静岡、三重   47  1813万人  24．4万  453万人  446万人   

6  近畿   ◎大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山   46  2092万人  27．4万  518万人  562万人   

7  中国   ◎広島、鳥取、島根、岡山、山口、   26   769万人  11．3万  177万人  176万人   

β  四国   ◎香川、徳島、愛媛、高知   15   412万人  6．2万   90万人   97万人   

9  九州   ◎福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄   43  1467万人  18．9万  302万人  353万人   

計  312  12772万人  162．2万  3250万人  3283万人   

※ 地方年金局の数及び管轄区域は、新組織発足までに正式決定。  

＿2 ＿   



3．集約事務センターへの事務処理の集約化と、地域における事務所の強化  

♂届出、申請等の入力、確認、審査等の事務処理は、ブロック単位に設置する集約事務センターに集約する。   

※集約事務センターでは、これまで、細分化されていたために外部委託できなかった業務を外部委託し、行政   
の職員と外部委託先の職員が連動して効率的に分担処理する仕組みを構築する。   

※実施時期は、社会保険オンラインシステムの刷新による平成21年度予定の経過管理システムの稼働や、平   
成23年予定の刷新後の業務系システムの稼働を踏まえ、平成21年度～23年度に段階的に実施。  

②年金事務所は、事業所調査、職権適用、保険料の徴収や免除、年金相談等の地域に密着した業務を強化する。  

事業所調査、職権適用  
非定型  

業務  所得に応じた免除手続  

強制徴収  
年金相談   

3
 
 
 



（参 考）  

ブロック単位の集約事務センターによる新事務処理方式のイメージ（届書、申請書等）  

【受 理】記載事項、添付書類の確認等形式チェック  

【審 査】要件確認、記録確認・補正等内容審査  
【入 力】届書、申請書等をオンラインシステムヘ登録  

【決 定】システム処理結果の確認、決裁  
【通知書作成等】処分通知書の作成、封入・封鍼、発送  
【編綴・保管】届書等の編綴、保管  

現 行  

忍会腐慶事務屏  

通知書の  

作成・交付  
編綴・保管  

郵 送・電子申請  

（※）一部、都道府県単位の事務センターに集約して実施  

調査、職権適用、保険料の徴収や免除、年金相談等の地域に密着した  集約化後（検討中のイメージ案）   盛  

郵送・電子申請  

≡吾・／／   【集約化に係る主な施策】  

①審査前に届書等を入力し、システム的にチェックを行うことによる審査支援  
②社会保険事務所に細分化されていたために外部委託できなかった「通知書の作成■交付」及び「届書   

等の編綴・保管」業務を外部委託化（庁舎内で職員と連動して業務を効率的に分担処理する仕組み）  

市町村  国民年金  

関係  
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社会保険事務所の配置の見直し  4．   

（か 平成18年度における首都圏の社会保険事務所の配置見直し  
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○ 国民年金の保険料の徴収対策の強   
化を図り、また、窓口の混雑解消を   
図るため、管轄地域の人口が100   
万人を超える超大規模事務所の管轄   
地域のうち、3カ所に新たな社会保   
険事務所を設置する。   

○ 具体的には、平成18年10月に   
埼玉県越谷市、千葉県市川市、東京   
都青梅市に社会保険事務所を設置し   
その振替として、東京23区のうち  
1区に2箇所配置されている事務所   
を統合して、3カ所の社会保険事務   
所を廃止する。  

＜統合により廃止する社会保険事務所＞  

所在地   統合により廃止   続合先   続合後の名称   

東京都千代田区  神田社会保険事務所  麹町社会保険事務所  千代田社会保険事務所   

東京都中央区  日本橋社会保険事務所  京橋社会保険事務所  中央社会保険事務所   

東京都大田区  大森社会保険事務所  蒲田社会保険事務所  大田社会保険事務所  

※3事務所の新設については、今通常国会において、地方自治法に基づく国会承認を求めているところ。  

虐）平成20年度以降における全国的な社会保険事務所の配置見直し  
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○ 平成20年10月の年金運営新組   
織移行に際し、地方社会保険事務局   
のブロック化を講じることとしてい   
るが、これに併せて、社会保険事務   
所の配置の全国的な見直しを検討・   
実施する。  

合や分  

や再編  

化  

近接事  など   

※現行の312カ所は、税務署524カ所、公共職業安定所   
474カ所、労働基準監督署337カ所と比べても多い   
状況にはなく、総数は維持しつつ、配置の見直しを行う。  
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5．総合コールセンターの整備  

（か電話の混雑によるかかりにくさを解消し、お客様がわざわざ事務所に来訪していただく必要を減らすとともに、   
年金事務所の職員を他の業務に集中しやすくするため、既に「ねんきんダイヤル」を実施したところである。  

②さらに、電話相談体制を強化し、全国統一による電話対応の品質の向上を図るため、社会保険業務センター中   
央年金相談室の電話相談と年金電話相談センター（23ケ所）を、全国3ケ所程度に集約し、被保険者・受給者   
からの問い合わせ等に対応する総合コールセンターを整備する。（民間委託）  

＜従来＞  ＜平成19年度から   
順次集約化＞  

＜平成15～17年9月＞  ＜平成17年10月～＞   
◆■■＝■■＝＝■■■■■  

年金電話相談  

センターに、  
全国共通番号  
を導入  

■ ■ ■ ■ ■ t ■ ■ ■ ■ t ■ ■ ■ ■ 暮 ■  

年金電話相談  

′  
■  
■  
■  
t  

■  
■  
■  
■  
■  
■  
■  
■  

一■  
」  
■  
■  
■  
■  
■  
■  

社会保険事務所  
… センター  

：
弾
…
≡
＝
．
 
 

23の社会保険  
局
府
 
 

務
道
 
 

事
都
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■  
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県単位で、喜  総合コール  
センターの  
整備   

電話相談を集約；  ※各社会保険事務   

所の職員が電話   

対応  

（非常勤職員を配置）J  
■■ ：※『ねんきんダイヤル』：  

は、お客様からの電；  
話を、全国の年金電：  

話相談センターのう；  
ち、回線の空いてい：  

るところに接続  
■  
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社会保険事務所  

：※通話料金は、一般の； ■  
卜
閥
閑
職
唖
 
ン
道
険
別
 
 

七
都
保
個
 
 

の
会
、
 
 

置
社
は
 
 

固定電話の場合、接：  
続先にかかわらず：  
市内通話料金  

◆  

◆■t▼t■■■■■■■■■■■t■■  
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7．地方組織の改革のスケジュール  

＿8 ＿   



（参 考）  

政管健保の公法人化に伴う地方組織の改革  

○政管健保については、平成20年10月、国とは切り離した公法人（全国健康保険協会）を保険者として   

設立し、都道府県ごとに地域の医療責を反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営   

を基本とすることとしている。  

○公法人においては、都道府県ごとに支部を設けるとともに、地域の被保険者・事業主等から構成される   

評議会を設け、これらの方々の意見を反映しつつ、地域の実情に応じた保健事業等を展開することとし   

ている。  

（現状）  （平成20年10月～）  

各支部の業務について意見を聴く  

評議会  

（事業主、被保険者、  
学識経験者から構成）   

健保業務（適用一徹収は除く）は  

公法人へ移管   

・保険者機能の発揮  

・被保険者等の意見を反映した自主t自律の運営：  

・都道府県単位の財政運営  
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